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宇久地区自治協議会スローガン

ともに支え合い楽しくいきいきと暮らせる心豊かな宇久宝島
～豊かな美しい自然 みんなでつくる宇久宝島～

宇久地区自治協議会へのご寄付ありがとうございました。

皆様からのご芳志は宇久地区の住民自治の推進に貢献するため大切に使わせていただきます。

９/１（火）第２回理事会が開催され、以下の内容が協議されました。
【議題】
１．令和２年度の事業開催について（視察研修事業・門松づくり事業）
２．各部会の組織強化について
３．令和３年度の事業並びに予算について ４．その他

【協議結果および報告】
〇視察研修事業について →３月頃まで様子を見て実施予定。
〇門松づくりについて →１２月２６日（土）に実施予定。
〇青少年主張発表会について→新型コロナウイルス感染予防の為中止。

新上五島警察署では、９月１日から「新上五島警察署Ｔ
ｗｉｔｔｅｒ」を開設しました。
地域に密着した防犯・交通安全関係情報等を広く、早期

に配信するため、同Ｔｗｉｔｔｅｒを活用して情報配信を
行い、市民の犯罪被害防止と自主防犯意識の向上等を図る
ことを目的としております。
同Ｔｗｉｔｔｅｒを広く宇久町民にフォローしていただ

くことで、安全・安心な町づくりの推進を図りたく存じま

理事会のなかで、太陽光発電建設事業に対する、宇久地区自治協議会の関わり方について、もう少し発信した方が良いのではないかと

いう意見がありました。そこで、今回は『安全等協議会』に加入した経緯について掲載します。

「安全防犯等協議会に加入の経緯」について

太陽光発電建設事業に関する説明会において、工事に当たって約１，２００人の作業員が入り、その中には多くの外
国人が含まれると説明がありました。
アジアを中心として多くの外国人が平穏な宇久島に入ってくると治安の維持が懸念されるので、自治協議会は区長

会と連盟で事業者に対して「防犯カメラの設置」「通学路の安全確保」「工事車両の安全確保」など多くの懸念事項につ
いて十分な対策をとるよう要望書を提出しました。
このことによって事業者は「宇久島太陽光発電事業に係る安全防犯等協議会」を設置し、自治協議会はじめ行政、学校、
消防署が構成員として協議会に加入することになりました。
市民の中には、自治協議会は太陽光発電事業に賛成だから防犯協議会に入ったと誤解されている方がいるようで

すが、自治協議会は太陽光発電建設事業に対して推進や反対の意思表示はしないと理事会で決議しています。
工事が始まると諸問題が発生することが予想されますので、自治協議会は今後とも市民の安全を守るため活動して

いきます。


